
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人下向井貞一の上告理由について。

　旧民法（昭和二二年法律二二二号による改正前のもの）九八八条による女戸主の

財産留保は、入夫との合意のもとになされたときは、確定日付けがなくとも、当事

者間においては効力があるものと解すべきである（当裁判所昭和二七年（オ）第三

六八号同二九年一二月二四日第三小法廷判決、民集八巻一二号二二七一頁参照）が、

第三者に対する関係においては、確定日付けのある証書によつてのみ、その効力を

生ずるものと解すべく、原判決（その引用する一審判決を含む）の確定するところ

によれば、昭和五年一〇月一三日、Ｄは上告人と入夫婚姻をしたが、その際、財産

留保に関する確定日付けのある証書を作成しなかつたというのであるから、たとえ

所論のように、右両者間に財産留保の合意がなされたとしても、第三者たる被上告

人に対する関係においては、なんらその効力を生じないものといわなければならな

い。�

　したがつて、上告人がその所有権に基づいて本件不動産に存する被上告会社の登

記の抹消を求める本訴請求は、失当とするほかなく、本件の事実関係のもとにおい

ては、被上告会社が上告人の所有権を否認することが、所論禁反言の法理および信

義則に反するものとは認められない。原判決には所論の違法はなく、論旨は採用で

きない。

　よつて、民訴法三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致

で、主文のとおり判決する。
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　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　奥　　　野　　　健　　　一

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　草　　　鹿　　　浅　之　介

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　城　　　戸　　　芳　　　彦

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　石　　　田　　　和　　　外

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　色　　　川　　　幸　太　郎
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